
 

木とふれあう空間整備支援事業実施要領 

（制  定）平成３０年３月２８日２９み整第７３２６７号 

 （改  正）令和３年３月３０日２み整第７８７２６号 

（改  正）令和５年５月１２日５林政第３５８０２号 

（改  正）令和７年４月２５日７林政第２６０７２号 

（改  正）令和８年３月２４日７林政第２８８８３３号 

 

第１ 趣旨 

この要領は、木とふれあう空間整備支援事業の実施について、木とふれあう空間整備支援事業補助金

交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 事業内容及び補助対象 

１ 事業内容 

ＰＲ効果の高い公的スペースにおける木造施設建設や木質化に要する経費のうち、「香川県産木材

認証制度のためのガイドライン」に基づき香川県産木材認証制度運営協議会（以下「協議会」という。）

が認証した木材および認証した木材を加工した製品（以下「認証木材等」という。）及び認証木材等を

使用した木製備品等の購入経費、認証木材のＰＲ経費（モデル住宅の場合のみ）に対して助成する。 

 

２ 補助金交付対象者 

県内に認証木材等を使用して木造施設建設や木質化をしようとする法人、各種団体、個人事業主、

その他知事が適当と認めた者。 

 

３ 補助対象となる施設の要件 

（１）取組の内容が、県産木材のＰＲ効果が高いと知事が認めるものであること。 

（２）補助金交付決定日以降に着工するもの。ただし、すでに着工している建築物について、本事業を

活用しその一部の木質化等に取り組む場合は、補助金交付決定日以降県担当者により当該木質化等

に未着工であることの現地確認を受け、確認後、着工するものとする。 

（３）補助事業終了の年度の翌年度から起算して５年間は、補助対象施設の交付申請時における目的

を変更又は終了しない計画であること。 

（４）本事業以外の補助金等の受給がある場合、補助金の交付対象に重複がないこと。 

（５）本事業実施中及び終了後の施設において、認証木材等の利用を示す表示を行うこと。 

（６）政治的又は宗教的活動に資すると認められるものでないこと。 

 

４ 補助対象となる費用 

認証木材等の購入経費及び認証木材等を使用した木製備品等の購入経費、認証木材のＰＲ経費（モ

デル住宅の場合のみ）とする。ただし、使用した構造材、造作材、壁材及び床材等の木材の使用数量

（材積）については、補助対象経費にかかる工事の完了時において納品書等で確認・証明できるもの

に限る。 



 

第３ 事業の実施等 

１ 事業計画 

（１）本事業を実施しようとする者は、別に定める期限内に、事業計画書（別記様式第１号）を作成し、

次に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。 

ア．補助対象経費が確認できる設計書等 

イ．事業内容が分かる図面等 

ウ．木材使用量が確認できる木拾い表等 

エ．県税の納税義務が発生する者にあっては、納税証明書 

オ．建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第６条の規定により建築確認申請書の提出が必要な場合

は、確認済証の写し（ただし、事業計画書提出時に建築確認申請中、又は建築確認申請予定で、建

築確認済証の交付が確実と見込まれる場合は、建築確認申請書の写しを提出し、補助金等交付申請

書又は実績報告書に建築確認済証の写しを添付すること。） 

カ．定款又は会則等の写し 

キ．誓約書 

ク．その他知事が必要と認める書類 

 

２ 事業計画の審査及び承認 

（１）本事業は、公募により受付し、提出された事業計画書等の内容について審査を行う。 

（２）事業内容の詳細を把握するため、プレゼンテーションやヒアリングを実施する場合 

がある。 

（３）知事は、審査会により採択事業を決定したときは、事業実施主体へ補助予定額を内示する。 

 

３ 事業の実施 

内示を受けた事業については、指示された期限までに補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え

て、知事に提出するものとする。 

ただし、１の事業計画書の提出時から内容に変更が無い場合は、第１号から第６号までを省略する

ことができる。 

（１）補助対象経費が確認できる設計書等 

（２）事業内容が分かる図面等 

（３）木材使用量が確認できる木拾い表等 

（４）県税の納税義務が発生する者にあっては、納税証明書 

（５）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第６条の規定により建築確認申請書の提出が必要な場合

は、確認済証の写し 

（６）定款又は会則等の写し 

（７）収支予算書 

（８）その他知事が必要と認める書類 

 

 

４ 認証木材等の使用 

事業実施主体は認証木材等を使用することとし、実績報告書に香川県産木材認証機関が発行する産

地認証又は品質認証の証明書を添付しなければならない。 

 



 

５ 実績報告 

事業実施主体は、補助対象経費にかかる工事が完了した場合、速やかに実績報告書を作成し、次に

掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。 

（１）事業実績書（別記様式第１号） 

（２）収支決算書 

（３）認証木材等の産地認証又は品質認証証明書 

（４）補助対象経費の支出関係を証明する書類（契約書、請求書及び領収書等）の写し 

なお、実績報告書提出時に補助対象経費の支払が完了していない場合は、完了後に支払を証明す

る書類（領収書等）を提出するものとする。 

（５）完成写真 

 

６ 事業の成果等 

（１）事業実施主体は、補助対象施設等の設計や施工等の内容が分かる資料や写真等について、県の求

めがあった場合は、それに応じ提出しなければならない。 

また、そこで得た事業の成果については、県産木材のＰＲや利用促進のために公開することに同

意するものとする。 

（２）事業実施主体は、補助事業終了年度の翌年度から起算して５年間、毎年４月末までに前年度の施

設の運営状況について、別記様式第２号により知事に報告するものとする。 

（３）事業実施主体は、当該施設内や案内パンフレット等において、県産木材を使用していることを明

記するなど、県産木材のＰＲに積極的に努めること。 

 

第４ 電子情報処理組織を使用して行う手続の特例 

（１）第３の規定による申請又は届出については、電子情報処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請又は届出をする者の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行わせることができる。 

（２）前項の規定により行われる申請又は届出については、香川県行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する規則（平成 16年香川県規則第 73号）の規定の例による。 

 

附則 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附則（令和３年３月３０日付２み整第７８７２６号） 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

附則（令和５年５月１２日付５林政第３５８０２号） 

１ この要領は、令和５年５月１２日から施行し、令和５年度分の補助金から適用する。 

 

附則（令和７年４月２５日付７林政第２６０７２号） 

１ この要領は、令和７年４月２５日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。 

附則（令和８年３月２４日付７林政第２８８８３３号） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の補助金から適用する。 

 

 

 



 

別記様式第１号 

木とふれあう空間整備支援事業 事業計画書（実績書） 

１ 事業実施主体 

事業主体名  

役職名・代表者名  

所在地  

担当者名  電話  

メール  Fax  

２ 施工者  電話  

３ 
認証木材等 

供給者 

 電話  

 電話  

 電話  

４ 実施場所  

５ 事業期間       年  月  日 ～      年  月  日 

６ 

事業内容 

（整備する施

設の概要） 

区分 
①木造施設建設     ②木質化  

③木製備品等設置（①又は②と同時に行う場合のみ） 

施設名  

施設目的  

対象者  

推定来場者数              人／年（人／月） 

認証木材等 

使用箇所 

 

その他 

(県産木材のＰ

Ｒ方法、施設の

独自性等) 

 

７ 構造・階数      造 一部     造 地上    階／地下    階 

８ 建築面積            ㎡ 延床面積          ㎡ 

９ 
認証木材等 

使用量 
構造材等      ㎥ 内装材等      ㎡ 備品等     個 

10 
認証木材等 

購入経費 

構造材等 

         千円 

内装材等 

         千円 

備品等 

         千円 

合 計 千円 

11 ＰＲ経費 

名 称  千円 

名 称  千円 

合 計   千円 

12 事業費 
全体事業費 補助対象経費 

負担区分 

当該補助金 実施主体 

    

 



 

別記様式第２号 

年  月  日 

 

香川県知事 殿 

 

 

住所               

氏名             
法人その他の団体にあっては、 
その名称、代表者の氏名及び主 
たる事務所又は事業所の所在地 

 

 

木とふれあう空間整備支援事業補助対象施設の運営状況報告について 

 

 このことについて、木とふれあう空間整備支援事業実施要領第３第６項第２号に基づき、 

   年度の補助対象施設の運営状況について次のとおり報告します。 

 

記 

 

報告対象期間 年 ４月 １日 ～   年 ３月３１日 

報告対象期間中の 

施設運営日数 
          日間 

認証木材等の状態 良      普通       悪 

利用者数 予定より多い    予定通り    予定より少ない 

県産木材ＰＲ内容 
施設内表示   パンフレット等への記載 

その他（              ） 

※施設内の状況及び認証木材等の状況が分かる写真を添付すること。 

 

 


